
実特法に基づく届出書の提出のお願い 

 

平成２７年度税制改正（平成２９年１月１日施行）により、｢租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律｣（実特法）が改正され、平成２９年１月１日以後、新たに

国内に所在する金融機関に口座開設等を行うお客さまは、居住地国名等を記載した届出書の提出が必要

となります。 

金融機関は、平成３０年以後、毎年４月３０日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長

に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に

交換されることとなります（※）。 

※日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関が保有す

る日本居住者の金融口座情報が提供されることとなります。 

 

【届出書の提出を要する場合の概要】 

平成２９年１月１日以後、新たに金融機関に口座開設等をする場合 

新規に口座開設等をする場合、金融機関へ氏名・住所（名称・所在地）、居住地国（例えば、日本）

等を記載した届出書（新規届出書）の提出が必要となります。 

※居住地国が外国の場合には当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。 

 

平成２８年１２月３１日以前に既に金融機関に口座開設等をしている場合 

既に口座開設等をしている場合でも、確認のため金融機関から氏名・住所（名称・所在地）、居住地

国（例えば、日本）等を記載した届出書（任意届出書）の提出を求められる場合があります。 

※居住地国が外国の場合には当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。 

（注）これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書（異動届出書）の提出が必

要となります。 

 

【届出書の種類】 

届出書名 新規届出書 異動届出書 

対象のお客さま 平成２９年１月１日以後に金融機関

に新規に口座開設等を行うお客さま

（※１） 

新規届出書、任意届出書、異動届出書

を提出後に、それらの届出書に記載し

た居住地国に異動があったお客さま 

提出時期 口座開設等を行う際 

 

居住地国に異動が生じることとなっ

た日から３月を経過する日まで 

記載事項 ・氏名、住所及び生年月日又は名称及

び本店若しくは主たる事務所の所在

地 

・居住地国名及び居住地国が外国であ

る場合の当該居住地国の納税者番号

（※２） 

・住所と居住地国が異なる場合の事情

の詳細等 

・異動後の居住地国等 

・以前提出した届出書に記載した居住

地国 

・左記の新規届出書の記載事項 

 

※１ 平成２８年１２月３１日以前に金融機関と口座開設等の取引を行ったお客さまも任意で「任意届

出書」を提出することが可能です。 

※２ 居住地国が日本であるお客さまも、居住地国名として「日本」と記載が必要となります（その場

合、マイナンバー（個人番号）の記載は不要です）。 

 

詳しくは、国税庁ホームページ www.nta.go.jpへアクセスをお願いします。 

http://www.nta.go.jp/

